
 

令和 8 年度 
 

 

国富町児童クラブのしおり 
 

 

 Freepik.com 

国 富 町 

 

中央・森永・木脇児童館 子どもセンター 



中央・森永・木脇・八代児童クラブのしおり 

 

１．放課後児童健全育成事業(児童クラブ）の目的  

児童福祉法第 21条の 10の趣旨に基づき、保護者が労働などにより昼間家庭にいない

児童の健全育成に資するため、児童館・子どもセンター内に放課後児童クラブを設置

し、健全な遊びを通して児童の健やかな成長を図ることを目的とします。 

 

２．対象児童  

 国富町内の小学校に在学する 1年生から 6年生の児童 概ね 40人 

 

３．利用料  

 原則一人あたり 3,000円/月となります。 

※減免の基準がありますが、必ず申請が必要です。 

       （全額免除対象者（生活保護世帯、就学援助世帯、ひとり親等世帯、又は同一

世帯に身体障害者手帳・療育手帳・精神障害福祉手帳・特別児童扶養手当の支

給対象児・障害基礎年金等受給者のいる世帯）） 

 

４．事業の運営  

 国富町役場福祉課 

 

５．活動時間  

◎児童クラブは月曜日～土曜日の活動となります。 

(1)授業のある日･･･児童の下校時～午後 6時 

(2)授業のない日(土曜日・学校行事の振替休校日等)･･･午前 8時～午後 6時 

(3)長期休業日(春・夏・冬休み)･･･午前 8時～午後 6時 

※閉館時間は午後 6時です。それまでには迎えに来てください。 

 

６．休館日  

 日曜日、国民の祝日、年末年始(12月 29日～1月 3日)は休みです。 

また、台風その他で特別に休館となる場合があります。 

 

７．登録期間  

 (1)登録期間は、入会決定の日からその日の属する年度の末日までとします。 

 (2)年度途中において、児童クラブを退会する事由が生じたときは、入会施設 

又は役場福祉課に退会届を提出してください。退会日は、月末日の退会扱

いとします。 



 (3)申請事項(住所・電話番号・勤務先等)に変更が生じた場合は、速やかに届

けてください。 

  

８．保護者の会  

入会児童の保護者の方は、児童クラブ活動を円滑に行うために、保護者の会

に入会していただきます。会長 1 名、会計 1 名選出していただき、児童クラ

ブの運営にご協力をお願いします。 

 

９．傷害保険  

 (財)児童健全育成推進財団の「児童安全共済」に加入しています。 

 

１０．児童クラブと家庭、学校との連携  

 (1)児 童 台 帳･･･児童クラブ入会申込書と兼用 

 (2)欠席の連絡･･･病気や家庭の都合で、欠席する場合には、当日の午後 1 時

までに必ず保護者が事前に連絡をしてください。また、長期

にわたり欠席をする場合（１か月以上）には、事前に連絡を

してください。 

 (3)弁当・水筒…学校の休業日(長期休業日、土曜日、振替休日等)で給食がな

い日は、お弁当、水筒が必要です。必ず持参させてください。 

 (4)急病・事故…児童クラブ活動中に病気になったり、ケガをした場合等、ク

ラブで対応出来ないときは保護者に連絡しますので速やか

に迎えに来てください。 

 (5)災 害 時…台風等の災害時、学校が臨時休校になった場合は、児童クラ

ブも休みになります。 

(6)そ の 他 

  ①学校から児童クラブへ来る際は、寄り道をしないで来るように。また、 

特に交通事故に気をつけるように指導をしてください。帰りが遅かった 

り来館しなかった場合、保護者に連絡をさせていただきます。また、連 

絡が取れなかった場合には、学校にも連絡をさせて頂く事があります。 

  ②着替え(下着も)を上下一着ずつ児童クラブで預かります。雨に濡れたり、 

   汚れたりした場合の着替えです。 

  ③基本的には、保護者が必ず迎えに来てください。車での迎えの際には、 

駐車場に停めてください。なお、騒音防止のため一旦エンジンを切って 

ください。迎えは、必ず施設内までお願いします。 

  ④流行性の疾病等で学級閉鎖になった場合は、発症していなくても児童ク

ラブに来る事は出来ません。 

  ⑤学校での子ども達の様子、児童クラブでの子ども達の様子の情報交換を



させて頂きます。 

  ⑥子どもさんと関わる時の配慮や注意が必要な事がある場合は、遠慮なく

お知らせください。 

１１．入会の取消  

  次のような場合は、入会を取り消すことがありますので、ご承知ください。 

(1)無断で長期間（1か月以上）の欠席があった場合 

(2)児童クラブの規則などを守らない場合 

(3)指導員の指示を無視して従わない場合 

(4)児童クラブの目的に該当しなくなった場合(保護者が児童の面倒を直接見

られるようになった場合など) 

✿児童クラブの過ごし方✿ 

学校から帰ってきて、児童クラブ活動又は自由遊びや自主学習(活動優先)をし

て過ごします。 

※「児童クラブ活動」では、週に 1回程度(絵画制作)(体育遊び)(ゲーム)等を

実施。また、毎月お誕生会を実施します。 

 

✿準備してもらう物✿ 

①雑巾 1枚 

②タオル 1枚 

③キッチンパック １袋(箱) 

④箱ティッシュ １箱 

⑤着替一式(雨等で汚れた時用)･･･名前を書いた布袋等に入れてください。 

※①～④は、名前を書いたスーパーの袋にひとまとめにしてください。 

※児童クラブで異なる場合があります。 

 

✿お願い✿ 

(1)お迎えの際は、施設内は飲食禁止となっていますので、食べ物を持ち込ま

ないでください。また、必ず保護者が室内まで行って、棚の確認まで児童と一

緒にして、指導員に声掛けをしてからお帰りください。 

 (2)新１年生は、学校から施設の道順を親子で確認しておいてください。 

※職員が学校へ迎えに行くことは出来ません。 

 

■中央児童館☎75-9911 ■森永児童館☎75-0339 ■木脇児童館☎75-4750 

■子どもセンター☎75-7715 ■役場福祉課☎75-9403（内線 327） 


